
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上面に収容部３が凹設された容器本体１と、この容器本体１の上面を蓋する蓋体２とを備
え、上記蓋体２の後端面に切欠部４を形成し、この切欠部４の相対向する両内側面にそれ
ぞれ縦溝５を設け、この縦溝５の下端側を開放し、上記容器本体１の後端に上記切欠部４
に収まる大きさの連結片６を立設するとともに、この連結片６の左右両側面に上記縦溝５
内を摺動しその上端に回動自在に嵌合する回転軸部７を突設し、上記切欠部４の奥面に、
上記回転軸部７が上記縦溝５の上端に位置した状態で上記連結片６と係合してこの連結片
６を上記切欠部４内に位置決めするとともに、蓋体２が回動する際に連結片６と摺接して
回動を規制する凸部８を形成し、上記連結片６の上記切欠部４の奥面部と対面する面に閉
蓋状態で上記凸部８と嵌合して連結片６を抜け止めする抜け止め凹部９を形成し、蓋体２
を起こした状態で上記回転軸部７を上記縦溝５に嵌挿させることにより蓋体２を容器本体
１に着脱自在にヒンジ連結させるようにしたことを特徴とするコンパクト容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、蓋体を容器本体に着脱自在にヒンジ連結することができるコンパクト容器に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】

10

20

JP 3676461 B2 2005.7.27



一般に、ファンデーション等の化粧料を収容して携帯するコンパクト容器としては、容器
本体に、化粧料が充填された中皿が収容され、この容器本体の後端部に、下面に鏡が貼着
された蓋体が開閉自在にヒンジ連結されたものが用いられている。そして、最近では、利
用者の多様なニーズに対応して各種のコンパクト容器が開発されているが、鏡が貼着され
た蓋体だけを取り外し、手鏡として利用するために、蓋体を着脱自在に形成することも行
われている。
【０００３】
そこで、蓋体を着脱自在に取り付けられるコンパクト容器として、例えば、実願平２－１
２７６９９号公報（実開平４－８３１０６号公報）に示すコンパクト容器が提案されてい
る。このものは、図１５に示すように、プラスチック製で、上面に中皿（図示せず）を収
容するための収容部３３を有する容器本体３１と、裏面に鏡３２ａが貼着された蓋体３２
とで構成されている。上記容器本体３１の後端面には、切欠部３４が形成されており、こ
の切欠部３４の相対向する両側面に上端側が開放した縦溝３５が形成されている。上記蓋
体３２の裏面後端には、上記切欠部３４に取り付けられる連結片３６が垂設され、この連
結片３６の左右両側面には、上記縦溝３５に摺動自在に嵌合する回転軸部３７が突設され
ている。３８は上記切欠部３４の奥面に横設された突条であり、この突条３８を囲うよう
に略Ｕ字状の切抜部４０が上記切欠部３４の奥面部に形成され、この切抜部４０の内側が
弾性片４１になっている。上記突条３８は、上記切欠部３４に連結片３６を取り付けた際
に、閉蓋状態で連結片３６の前面に形成された抜け止め凹部３９内に入り込むように嵌合
し、連結片３６が上方に抜けないように抜け止めされるようになっている。なお、上記容
器本体３１の前端面に形成された切欠凹部４２の奥面に形成された係合突起４３と、上記
蓋体３２の前端部に形成された係合爪４４との係合により閉蓋状態が保持される。また、
上記切欠凹部４２に進退自在に取り付けられた操作片４５を押圧することによりワンタッ
チで開蓋するようになっている。
【０００４】
上記コンパクト容器において、蓋体３２を取り付ける場合には、まず蓋体３２を容器本体
３１の上方に位置させ、回転軸部３７を縦溝３５の上端部に位置合わせする。この状態で
、連結片３６を切欠部３４の下側に押し込むと、連結片３６の下端が突条３８に当接した
状態になる。この状態からさらに連結片３６を下側に押すと、切欠部３４の弾性片４１を
前側に反らせながら連結片３６が突条３８を乗り越えてその下側に位置し、かつ回転軸部
３７が縦溝３５の下端に位置した状態になり、蓋体３２が容器本体３１に取り付けられる
。また、蓋体３２を容器本体３１から取り外す場合には、上記とは逆に、蓋体３２を上方
に持ち上げ、回転軸部３７を縦溝３５に沿って上方に移動させると、連結片３６が弾性片
４１を前側に反らせながら突条３８を乗り越えて、回転軸部３７が縦溝３５の上端から抜
けて蓋体３２が容器本体３１から取り外されるようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記コンパクト容器では、蓋体３２を取り付けたときの連結片３６の位置
決めと抜け止めを、弾性片４１に設けられた突条３８によって行うため、上記連結片３６
に弾性片４１の弾性力を上回る力が働くと、蓋体３２が容易に容器本体３１から外れてし
まうという問題がある。しかも、蓋体３２の回動角度にかかわらず、たとえ閉蓋状態であ
っても、連結片３６に上方向の力が加わると、回転軸部３７は縦溝３５に沿って上方に移
動して蓋体３２が外れるため、誤ってコンパクト容器を床面に落下させた場合等、不用意
に蓋体３２が容器本体３１から外れやすいという問題がある。また、容器本体３１に弾性
片４１を形成するためにＵ字状の切抜部３０を設けなければならず、それだけ構造が複雑
になる。しかも、それに伴い成形金型も非常に複雑なものになるため、製造コストが高く
なるという問題もある。さらに、上記コンパクト容器では、連結片３６が突条３８を乗り
越えてその下側に位置決めされた状態では、上記突条３８は連結片３６の上側に位置する
だけであり、蓋体３２の回動が規制されない。したがって、回動途中で蓋体３２から手指
を離すと蓋体３２は倒れてしまうため、使用中に蓋体３２の裏面に貼着された鏡３２ａを
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覗く際には、蓋体３２を常に手指で把持しておかなければならず、使い勝手が悪いという
問題もある。
【０００６】
この発明は、このような事情に鑑みなされたもので、着脱操作が容易で、かつ、不用意に
蓋体が外れることがなく、しかも構造が簡単で使い勝手の良いコンパクト容器の提供をそ
の目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、この発明のコンパクト容器は、上面に収容部が凹設された容
器本体と、この容器本体の上面を蓋する蓋体とを備え、上記蓋体の後端面に切欠部を形成
し、この切欠部の相対向する両内側面にそれぞれ縦溝を設け、この縦溝の下端側を開放し
、上記容器本体の後端に上記切欠部に収まる大きさの連結片を立設するとともに、この連
結片の左右両側面に上記縦溝内を摺動しその上端に回動自在に嵌合する回転軸部を突設し
、上記切欠部の奥面に、上記回転軸部が上記縦溝の上端に位置した状態で上記連結片と係
合してこの連結片を上記切欠部内に位置決めするとともに、蓋体が回動する際に連結片と
摺接して回動を規制する凸部を形成し、上記連結片の上記切欠部の奥面部と対面する面に
閉蓋状態で上記凸部と嵌合して連結片を抜け止めする抜け止め凹部を形成し、蓋体を起こ
した状態で上記回転軸部を上記縦溝に嵌挿させることにより蓋体を容器本体に着脱自在に
ヒンジ連結させるようにしたことを特徴とするものである。
【０００８】
すなわち、この発明のコンパクト容器は、容器本体から蓋体が着脱自在であるため、蓋体
だけを取り外し、手鏡として使用することができる。また、蓋体に切欠部を形成してヒン
ジ部を構成するようにしたことから、上記蓋体には突起物がなく、蓋体を外して手鏡とし
て携帯する際等に、衣類等に引っ掛かることがなく携帯時に支障が生じない。さらに、上
記コンパクト容器は、蓋体を起こした状態で回転軸部を縦溝に嵌挿させることにより蓋体
を容器本体に着脱自在にヒンジ連結させるようにするとともに、連結片の切欠部の奥面部
と対面する面に閉蓋状態で凸部と嵌合して連結片を抜け止めする抜け止め凹部を形成して
いる。これにより、蓋体を着脱する場合には、蓋体を起こして開蓋状態にしてから回転軸
部を縦溝に嵌挿させることにより容易に着脱することができ、一方、閉蓋状態では、抜け
止め凹部と凸部とが嵌合して連結片は完全に抜け止めされる。このため、閉蓋状態で外力
が加わった場合でも、不用意に蓋体が外れることがない。また、連結片は凸部と係合する
ことにより切欠部内に位置決めされるようになっており、容器本体には弾性片が設けられ
ていないため、構造が簡単で、それに伴い成形金型も簡単なものですむため、製造コスト
が安くなる。さらに、このコンパクト容器では、蓋体が回動する際に連結片と凸部が摺接
して回動が規制されるため、回動途中で蓋体から手指を離しても蓋体は倒れず、どの角度
でもそのままの姿勢が保持されるため、使用中に蓋体の裏面の鏡を覗く際にも、蓋体を手
指で把持する必要がなく、使い勝手が良い。
【０００９】
【発明の実施の形態】
つぎに、この発明の実施の形態を図面にもとづいて詳細に説明する。
【００１０】
図１は、この発明のコンパクト容器の一実施形態を示している。このコンパクト容器は、
プラスチック製で、上面に中皿（図示せず）を収容する収容部３が凹設された容器本体１
と、この容器本体１の後端部にヒンジ連結され、その下面に鏡２ａが貼着された蓋体２と
を備えている。上記蓋体２には、その後端部に、切欠部４が形成されており、この切欠部
４の相対向する両内側面に縦溝５が形成され、この縦溝５の下端側が開放されている。一
方、上記容器本体１の後端の上面には、上記切欠部４に取り付けられる連結片６が立設さ
れ、この連結片６の左右両側面には、上記縦溝５に嵌挿されその上端に回動自在に嵌合す
る回転軸部７が突設されている。８は上記切欠部４の奥面に横設された凸部であり、上記
回転軸部７が縦溝５の上端に位置した状態で、連結片６に当接して切欠部４内に位置決め
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されるようになっている。上記連結片６には、その前面に抜け止め凹部９が形成され、閉
蓋状態で、上記抜け止め凹部９内に上記凸部８が入り込むように嵌合し、連結片６が下方
に抜けないようになっている。図において、１０は容器本体１の前端上面に立設された係
合爪であり、蓋体２の前端下面に形成された被係合部１１と係合して閉蓋状態を保持する
ようになっている。
【００１１】
より詳しく説明すると、上記蓋体２は、図２～図５に示すように、平面視で略円形に形成
され、下面に凹部１３ａが形成されてちょうど深皿を伏せたような状態に形成されている
。この蓋体２の外周縁の下側は、その略全周にわたって、内側に向かって傾斜する傾斜面
１６ａに形成されている。また、上記凹部１３ａの周縁には、その略全周にわたって突条
１４が形成されているとともに、上記凹部１３ａの奥面（蓋体２の下面）に、鏡を貼着す
る鏡貼着凹部１２が形成されている。そして、この蓋体２の後端部には、切欠部４が切り
欠き形成されており、この切欠部４の両内側面に、下側に開放する縦溝５が形成され、奥
面には凸部８が横設されている。さらに、この切欠部４の上端縁には、開蓋時に連結片６
の後側面と当接して当たり止めをする当たり止め突条１７が形成されている。そして、こ
の蓋体２の前端部の下面には、容器本体１の係合爪１０と係合する被係合部１１が係合さ
れている。また、上記蓋体２の上面には、キャラクターマーク等を取り付ける取り付け穴
１５が形成されている。
【００１２】
上記容器本体１は、図６～図１０に示すように、上記蓋体２と同じく平面視で略円形に形
成され、上面に凹部１３ｂが形成されて略深皿状に形成され、さらに中皿を収容する収容
部３が凹設されている。また、この容器本体１の外周縁の上側は、略その全周にわたって
、内側に向かって傾斜する傾斜面１６ｂに形成されている。上記凹部１３ｂには、閉蓋時
に上記蓋体２の突条１４が嵌入するようになっている。この容器本体１の後端部には、上
記切欠部４に収まる連結片６が立設されている。この連結片６の左右両側面に、上記切欠
部４の縦溝５に嵌合する回転軸部７が突設され、前面には、閉蓋状態で上記切欠部４の凸
部８が嵌合する抜け止め凹部９が凹設されている。一方、この容器本体１の前端部の上面
には、上記蓋体２の被係合部１１と係合する係合爪１０が立設されている。図６および図
９において、１９は中皿を取り外すときに細棒等を差し込む小孔である
【００１３】
上記連結片６はその上端が凸面部１８に形成されており、この凸面部１８の頂部と上記回
転軸部７との距離（図７に示すＢ寸法）が、上記蓋体２の切欠部４の縦溝５と凸部８との
距離（図５に示すＡ寸法）よりも少し大きく設定されており、蓋体２を起立させた状態で
回転軸部７を縦溝５に嵌挿させると連結片６の凸面部１８が上記凸部８と係合し、連結片
６が回転軸部７を縦溝５の上端に位置させた状態で位置決めされるようになっている。さ
らに、上記回転軸部７と連結片６の前面の距離（図７に示すＣ寸法）は、上記Ｂ寸法より
も大きく形成され、閉蓋状態では、凸部８が抜け止め凹部９内に入り込むように嵌合して
完全に抜け止めされるようになっている。そして、上記回転軸部７が縦溝５の上端位置で
蓋体２が回動する際には、上記凸面部１８が上記凸部８と摺接し、その摩擦力で蓋体２の
回動を規制するようになっている。また、上記連結片６の左右両側には、蓋体２が回動す
る際に蓋体２の後端が接触するのを防止するための逃がし凹部２０が設けられている。
【００１４】
上記構成のコンパクト容器において、容器本体１に蓋体２を取り付ける場合には、まず、
容器本体１の後側に蓋体２を起立させた状態で配設し、連結片６の回転軸部７の後ろに蓋
体２の縦溝５の開口部を位置合わせする。ついで、容器本体１を後方にスライドさせて回
転軸部７を縦溝５に嵌挿させ、さらに連結片６を押し込むと、連結片６の凸面部１８が凸
部８と係合する。この状態で回転軸部７が縦溝５の上端位置で回動自在に嵌合するように
なっている。つぎに、蓋体２を前方に回動させると、図１１に示すように、連結片６の凸
面部１８が上記凸部８と摺接しながら蓋体２が前方に回動し、このとき、その摩擦力によ
り蓋体２の回動が規制され、回動途中で蓋体２から手指を離しても蓋体２は倒れずにその
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ままの姿勢が保持されるようになっている。さらに回動させて、図１２に示すように、前
端部の係合爪１０と被係合部１１とを係合させることにより閉蓋される。
【００１５】
上記閉蓋状態では、凸部８が抜け止め凹部９に入り込むように嵌合し、連結片６は完全に
抜け止めされる。また、閉蓋状態では、図１３に示すように、容器本体１の上面の凹部１
３ｂに、蓋体２の凹部１３ａの周縁に形成された突条１４が嵌合して、化粧料粉末が外に
漏れ出難いようになっている。しかも、上記コンパクト容器では、蓋体２と容器本体１の
外周縁に傾斜面１６ａ，１６ｂを設けていることから、閉蓋状態でコンパクト容器の外周
に、上記両傾斜面１６ａ，１６ｂからなる溝部１６が略全周に形成され、開蓋する場合に
は上記溝部１６に手指を掛けて蓋体２を回動させるようになっている。また、閉蓋状態に
おいて、蓋体２の凹部１３ａと容器本体１の凹部１３ｂとで形成される空間に、パフ２３
等を収容することができる。なお、図１１～図１３において、２１はキャラクターマーク
であり、２２は化粧料が充填された中皿である。
【００１６】
一方、容器本体１から蓋体２を取り外す場合には、上記と逆に、まず、閉蓋状態の容器本
体１と蓋体２の周縁の傾斜面１６ａ，１６ｂに手指を掛けて、蓋体２の前端部を少し上方
に持ち上げ、係合爪１０と被係合部１１の係合を解除する。ついで、蓋体２を後方に回動
させて起立させ、この状態で蓋体２を後方に向かって容器本体１から引き離すように力を
加えると、凸部８と連結片６との係合が解除され、回転軸部７が縦溝５から抜けて、蓋体
２は容器本体１から容易に取り外される。
【００１７】
このように、上記コンパクト容器では、蓋体２を着脱する場合には、蓋体２を起こして開
蓋状態にしてから回転軸部７を縦溝５に嵌挿させることにより容易に着脱することができ
る。一方、閉蓋状態では、抜け止め凹部９と凸部８とが嵌合して連結片６は完全に抜け止
めされるため、閉蓋状態で外力が加わった場合にも、不用意に蓋体２が外れることがない
。また、容器本体１に弾性片が設けられていないため、構造が簡単で、それに伴い成形金
型も簡単なものですみ、製造コストが安くなる。さらに、このコンパクト容器では、蓋体
２が回動する際に連結片６と凸部８が摺接して回動が規制されるため、回動途中で蓋体２
から手指を離しても蓋体２は倒れずにそのままの姿勢が保持されるため、使用中に蓋体２
の裏面の鏡２ａを覗く際にも、蓋体２を手指で把持する必要がなく、使い勝手が良い。し
かも、上記コンパクト容器では、閉蓋状態でコンパクト容器の略全周に、傾斜面１６ａ，
１６ｂが形成されていることから、上記傾斜面１６ａ，１６ｂに手指を掛けて蓋体２を開
蓋する場合に、手指を掛ける場所が１個所に制約されず、開蓋操作が行いやすい。また、
手中に収めた場合にも、上記傾斜面１６ａ，１６ｂからなる溝部１６が引っ掛かりとなっ
て滑りにくいうえ、外観上も良好である。
【００１８】
なお、上記コンパクト容器において、図１４に示すように、蓋体２を取り外したのち、蓋
体２の上下を逆にしてから再び連結片６を切欠部４に取り付け、蓋体２に貼着された鏡２
ａが斜め上方を向いた状態で止めることもできる。このようにすることにより、コンパク
ト容器を卓上に置き、卓上鏡としても使用することができる。
【００１９】
また、上記コンパクト容器において、蓋体２の上面の取り付け穴１５には、キャラクター
マークを取り付けているが、このキャラクターマークは、各種のものを用意して適宜取り
替えることができる。また、上記取り付け穴１５には、キャラクターマークだけでなく、
ネームプレート，トレードマーク等，各種の表示物等を取り付けることができる。
【００２０】
【発明の効果】
以上のように、この発明のコンパクト容器によれば、容器本体から蓋体が着脱自在である
ため、蓋体だけを取り外し、手鏡として使用することができる。また、蓋体に切欠部を形
成してヒンジ部を構成するようにしたことから、上記蓋体には突起物がなく、蓋体を外し
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て手鏡として携帯する際等に、衣類等に引っ掛かることがなく携帯時に支障が生じない。
さらに、上記コンパクト容器は、蓋体を着脱する場合には、蓋体を起こして開蓋状態にし
てから回転軸部を縦溝に嵌挿させることにより容易に着脱することができる。一方、閉蓋
状態では、抜け止め凹部と凸部とが嵌合して連結片は完全に抜け止めされる。このため、
閉蓋状態で外力が加わった場合でも、不用意に蓋体が外れることがない。また、連結片は
凸部と係合することにより切欠部内に位置決めされるようになっており、容器本体には弾
性片が設けられていないため、構造が簡単で、それに伴い成形金型も簡単なものですむた
め、製造コストが安くなる。さらに、このコンパクト容器では、蓋体が回動する際に連結
片と凸部が摺接して回動が規制されるため、回動途中で蓋体から手指を離しても蓋体は倒
れず、どの角度でもそのままの姿勢が保持されるため、使用中に蓋体の裏面の鏡を覗く際
にも、蓋体を手指で把持する必要がなく、使い勝手が良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のコンパクト容器の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】上記コンパクト容器の蓋体を示す平面図である。
【図３】上記蓋体を示す底面図である。
【図４】上記蓋体を示す背面図である。
【図５】上記蓋体を示す断面図である。
【図６】上記コンパクト容器の容器本体を示す平面図である。
【図７】上記容器本体を示す側面図である。
【図８】上記容器本体を示す正面図である。
【図９】上記容器本体を示す断面図である。
【図１０】上記容器本体を示す断面図である。
【図１１】上記コンパクト容器の組み立て状態を示す断面図である。
【図１２】上記コンパクト容器の組み立て状態を示す断面図である。
【図１３】上記コンパクト容器の組み立て状態を示す断面図である。
【図１４】上記コンパクト容器の作用を示す断面図である。
【図１５】従来例のコンパクト容器を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　容器本体
２　蓋体
３　収容部
４　切欠部
５　縦溝
６　連結片
７　回転軸部
８　凸部
９　抜け止め凹部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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